
- 1 -

＜改正後全文＞

社援地発第0328003号

平 成 2 0 年 3 月 2 8 日

各都道府県

消費生活協同組合主管部（局）長 殿

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長

消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う組合の財務処理等に関する取扱いについて

「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令」（平成２０年厚生労働省令第３８

号。以下「改正省令」という。）の施行については、平成２０年３月２８日付け社援発第

０３２８０４４号厚生労働省社会・援護局長通知により、その改正の趣旨及び概要につい

て通知したところであるが、下記のとおり決算関係書類の作成等の財務処理等に関する取

扱いを定めたので、御了知の上、貴管内の消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

に対し、周知を図るとともに、事務処理上の参考に されたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。

記

１ 会計慣行について

組合（消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会をいう。以下同じ。）

の会計については、消費生活協同組合法施行規則（昭和２３年大蔵省、法務

庁、厚生省、農林省令第１号。以下「規則」という。）第６６条の規定にお

いて、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならな

い。」こととしている。

営利組織である株式会社と同様に、非営利目的の組織体である組合の会計

であっても、その主たる会計目的は、情報を提供された者が適切な判断と意

思決定ができるように経済主体の経済活動を記録・測定して伝達することに

あり、意思決定の有用性という観点からは両者間に本質的な差はないことか

ら、組合についても、基本的には企業会計の基準に準拠した会計処理を行っ

ていくことは当然である。

ただし、生協固有の性格や事業の特質あるいは会計事実から生じる事象に

ついて、企業会計と同様の会計基準を採用すると組合員や利害関係者が明ら



- 2 -

かに意思決定を誤ったり、かえって組合員の利益を損なうおそれがある項目

については、これに適合的な会計処理を行うための規定を設けている（例え

ば、合併における会計処理（規則第１５０条）等）。

（注１）中小規模の組合にあっては、会計慣行のしん酌に当たり実務的に

対応しやすいように「中小企業会計指針」（日本公認会計士協会・日

本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会が作成す

る「中小企業の会計に関する指針」をいう。以下同じ。）を参照する

ものである。

（注２）消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号。以下「法」と

いう。）第３１条の１０第１項の規定により会計監査人による監査を

受けなければならない組合（以下「会計監査人監査組合」という。）

については、中小企業会計指針において「会計監査人を設置する会

社（大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を含む。）及

びその子会社」がその適用から除外されていることを踏まえ、これ

と同様の取扱いが求められるものである。

（注３）公認会計士による任意監査を受ける組合についても、会計監査

人による監査を受ける場合と同様の財務報告の枠組みによる決算関

係書類を作成することが望ましい。ただし中小規模の組合にあって

は、中小企業会計指針に基づく決算関係書類について監査を受ける

ことを妨げるものではない。

２ 帳簿価額について

（１）経過措置（規則第１４７条、改正省令附則第３条及び第４条関係）

金融庁企業会計審議会及び企業会計基準委員会により公表された企

業会計の基準（以下「企業会計基準」という。）のうち以下の会計基

準については、規則の施行後、平成２２年３月３１日までの間に開始

する事業年度までの間は適用しないことができることとしている。た

だし、この間においても情報開示の観点から金融商品の適切な評価額

などを注記することが望まれる。

① 退職給付に係る会計基準

② 固定資産の減損に係る会計基準

③ 金融商品に関する会計基準

④ 税効果会計に係る会計基準

（注１）会計監査人監査組合については、上記の経過措置にかかわら

ず法に定める外部監査が導入される事業年度までには、上記の

会計基準を適用することが求められるものである。
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（注２）法第１０条第１項第６号に規定する医療に関する事業を行う

組合については、②の固定資産の減損に係る会計基準の適用に

当たり当面の間、その事業に供する固定資産について、中小企

業会計指針による簡便な方法により減損することができるもの

とする。

（注３）上記の会計基準を経過措置の期間中に導入する場合において、

④の税効果会計に係る会計基準を先行して適用すると、導入初

年度の当期未処分剰余金が増加することとなり組合員や組合の

利害関係者に思わぬ誤解を与えてしまうおそれがあるため、税

効果会計に係る会計基準のみを先行して導入してはならないこ

とに留意するものとする。

（２）合併における会計処理（規則第１５０条関係）

組合の合併は、普通出資の特性から、基本的には、企業結合に関す

る会計基準（企業会計基準第21号）における「取得」や「支配」の概

念とは相容れず、合併組合の総代が合併後も継続して議決権を集約し

て行使する場合など、合併の経済的実態について「持分の結合」では

なく「取得」と解すべき例外的な場合を除き、基本的に、吸収合併対

象財産又は新設合併対象財産について、吸収合併又は新設合併の直前

の帳簿価額を付す方法（いわゆる持分プーリング法）により会計処理

を行う取扱いとされている。

なお、持分プーリング法を適用した場合は、規則第１２１条に規定

する「その他の注記」として以下を付すものとする（以下の記述は吸

収合併に関するものであるが、新設合併についても同様とする）。

① 貸借対照表における注記

（ア） 当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅

組合（法第66条に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。）

の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である旨並

びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合（法第66条に規定する

吸収合併存続組合をいう。以下同じ。）の名称

(イ) 合併比率及びその算定方法並びに出資１口当たりの金額

(ウ) 吸収合併消滅組合から引き継いだ資産、負債及び純資産の

額並びに主な内訳並びにこれらについて帳簿価額で評価してい

る旨

(エ) 会計処理方法を統一している旨。なお、複数の会計処理方

法を同一の事業年度に統一できない場合には、その旨及びその

理由
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② 損益計算書における注記

(ア) 決算関係書類に含まれる吸収合併消滅組合の業績の期間

(イ) 当該吸収合併に要した支出額及びその科目名

また、当事業年度において、合併の経済的実態が例外的に「持分の

結合」ではなく「取得」と解すべきと判断され、吸収合併対象財産の

全部に、対価として交付する現金等の時価を付す方法（パーチェス法）

により吸収合併が行われた場合には、規則第１２１条に規定する「そ

の他の注記」として以下を付すものとする。

① 貸借対照表における注記

（ア）当該吸収合併直前における当該吸収合併に係る吸収合併消滅

組合の名称、吸収合併の目的、吸収合併日及び吸収合併である

旨並びに当該吸収合併後の吸収合併存続組合の名称並びに吸収

合併存続組合を決定するに至った主な根拠

（イ）合併比率及びその算定方法並びに出資１口当たりの金額

（ウ）発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

（エ）吸収合併日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びに

その主な内訳並びにこれらについて時価で評価している旨及び

当該吸収合併について吸収合併対象財産の全部を対価として交

付する現金等の時価を付す吸収合併と判定した理由

（オ）吸収合併契約において、当該吸収合併契約締結後の将来の事

象又は取引の結果により当該吸収合併の対価として、現金等を

追加的に交付し又は引き渡す旨を規定している場合には、その

旨及び内容並びに当該事業年度以降の会計処理の方針

（カ）取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその

理由並びに吸収合併が行われた事業年度の翌事業年度以降にお

いて取得原価の当初配分額に重要な修正がなされた場合には、

その修正の内容及び金額

② 損益計算書における注記

(ア) 決算関係書類に含まれる吸収合併消滅組合の業績の期間

（イ）吸収合併消滅組合の取得原価及びその内訳

（ウ）負ののれん発生益の金額及び発生原因

(３）税効果会計に係る会計基準の導入に伴う任意積立金の積立て

共済事業を行う組合が、税効果会計に係る会計基準を導入する場合、

導入初年度において一時的に当期未処分剰余金が増加することとなる

が、当該増加額は配当財源とせず、組合の事業基盤の安定に資するべ
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く任意積立金として積立てることが望まれる。

３ 決算関係書類等の作成等について

法第３１条の９の規定に基づく決算関係書類等の作成については、規則の

定めるところによるほか次の事項についても留意するものとする。

なお、決算関係書類等の様式例については、別添の「決算関係書類等の様

式例」（以下「別添様式例」という。）のとおりであるので参考にされたい。

（１）貸借対照表等（規則第４章第３節第３款から第５款関係）

① 平成２０年４月１日以降に開始する事業年度に係る決算関係書類

（貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案）につ

いては、原則として規則に定める区分や表示等に則して作成するこ

ととなる。

ただし、組合の行う事業は多岐にわたっていることから財産及び

損益の状況を適切に示すため、必要な勘定科目を設定し又は設定し

ないことができるものである。

② 金額の表示単位については、一円単位又は千円単位で表示するこ

ととするが、資産総額が５００億円以上の組合にあっては、百万円

単位で表示することもできるとしている。

ただし、この場合においても剰余金処分案又は損失処理案につい

ては、一円単位で表示するものとしていることに留意する。

（２）任意積立金の積立て及び取崩し（規則第１０１条及び第１０５条関

係）

任意積立金の積立てについては、剰余金処分案において当該積立

金の名称を付して積立てなければならないこととしており、一定の

目的のために設定した任意積立金を当該目的に沿って取崩す場合に

限り、損益計算書において取崩すことができるものとしている。

したがって、損益計算書において取崩すことができる任意積立金

は、剰余金処分案において目的及び目標額を設定した積立金に限ら

れることに留意するとともに、所管行政庁による指導に当たっては、

この適正な取扱いについて確認するものとする。

（３）注記（規則第４章第３節第７款関係）

組合が作成する決算関係書類には、規則の定めるところにより必

要な注記を付さなければならないが、企業会計基準の適用に当たっ

ても各会計基準及びその適用指針の定めるところにより必要な注記

を付さなければならないことに留意するものとする。

（４）決算関係書類の附属明細書（規則第１２８条関係）
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① 組合が作成しなければならない決算関係書類の附属明細書の内容

については、規則第１２８条第１項の定めるところによるものであ

り、この様式例は別添様式例の４のとおりである。

このうち、同条同項第７号の「事業の種類ごとの損益の明細」の

作成に当たっては、人件費等の共通経費、資産運用収益・運用費用

等について、事業ごとの職員数や資金量、事業の性格等を勘案して、

あらかじめ組合ごとに定めた合理的な配賦基準によりそれぞれの事

業区分に配賦するものとする。

② 同条第２項において、組合の主要な事業に係る資産及び負債の内

容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項についても表

示しなければならないとされている。この様式例は別添様式例の４

（８）のとおりであるが、このうち資産及び負債の内容に係るもの

については、各組合の実施する事業に応じその重要性を勘案し、こ

の様式例に示されている勘定科目等以外で必要なものについて適宜、

作成するものとする。

なお、主として共済事業以外の事業を行う組合においては、決算

関係書類の内容を補足する重要な事項として「キャッシュ・フロー

計算書」を附属明細書の一つとして位置付けることが望まれる。

（注）主として共済事業を行う組合が、キャッシュ・フロー計算書

を作成することを妨げるものではない。

（５）事業報告書等（規則第４章第４節関係）

事業報告書については、規則の定めるところにより適宜作成され

たい。

なお、平成２０年４月１日から施行される法第５１条の４第５項

の規定により、「教育事業繰越金」については、「教育事業等繰越金」

として充当使途が拡大され、組合員の相互の協力の下に地域におい

て行う福祉の向上に資する活動を助成する事業にも充てることがで

きることとされた。

これに鑑み、事業報告書においては、当該事業年度における教育

事業や当該助成事業の状況及びこれら事業に充てるための前年度か

らの繰越額や支出額について記載することが望まれる。

また、教育事業等繰越金については、繰越金であることを明らか

にした上で、繰越された事業年度の教育事業等の費用に充てるもの

とする。

事業報告書の附属明細書の様式例については、別添様式例の５の

とおりである。
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（６）行政庁への提出（規則第２４８条関係）

組合は、法第９２条の２第１項の規定により、毎事業年度、事業

年度の終了後３月以内に決算関係書類及び事業報告書並びにこれら

の附属明細書を行政庁に提出しなければならないこととしているの

で留意するものとする。

４ 連結決算関係書類の作成について

法第３１条の１０第２項において準用する会社法（平成１７年法律第８６

号）第４４４条第１項の規定により会計監査人監査組合が作成すべき連結決

算関係書類（連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結純資産変動計算書）

の作成に当たっては、規則の定めるところによるほか次の事項についても留

意するものとする。

なお、連結決算関係書類の様式例については、別添様式例の６から８のと

おりである。

また、組合が任意により連結決算関係書類を作成する場合の様式例につい

ても、別添様式例の９及び１０のとおりであるので参考にされたい。

（１）連結の範囲・持分法の適用（規則第７２条及び第７８条関係）

連結の対象範囲については、原則としてすべての子法人等であるが、

重要性の原則（資産、売上高等からみて連結の範囲から除いても、組

合集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいものは連結の範囲から除くことができる。）が適用さ

れるものとしている。また、非連結子法人等及び関連法人等について

は、重要な影響を与えないものを除き、持分法を適用することとして

いる。

（２）子法人等の時価評価（規則第７７条及び改正省令附則第５条関係）

会計監査人監査組合は、改正法の規定により新たに連結決算関係書

類を作成しなければならないこととなるが、これに伴い会計帳簿上、

連結子法人等の時価評価を行うことが必要となる。

このため、当該組合が施行日時点（平成２０年４月１日）で既に子

法人等を所有している場合には、当該子法人等について過去の株式取

得時に遡及して時価評価しなければならないこととなる。

しかしながら、当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分

に相当する部分について、株式取得当時のデータ入手困難などにより

評価差額及びのれんを適切に見積もることができないなどの一定の場

合には、会計帳簿上、当該子法人等を時価ではなく帳簿価額により評

価できることとしている。



- 8 -

５ 共済事業に係る経理から他の経理への資金運用について

組合は、法第５０条の４の規定により共済事業に係る経理からそれ以外の

事業に係る経理へ資金を運用してはならないこととされているが、行政庁の

承認を受けた場合にあってはこの限りではないとされている。

この承認の基準については、次のとおりであるので留意するものとする。

① 他事業へ運用できる資金の額の限度は、原則として、払込済出資金、

法定準備金及び任意積立金の合計額（繰越欠損金がある場合はその額を

控除した額）の２分の１以下の額とすること。

② 他事業の経理内容が確実であること。

③ 当該事業年度内に償還可能であること。

６ 決算関係書類等の開示及び信頼性の確保について

組合の行う事業は、近年、拡大・複雑化して来ており、組合の経済事業主

体としての責任が増大していることを鑑み、組合には経済実態を反映した情

報開示や経営の透明性を一層確保することが求められる。

このことから、組合員や利害関係者にディスクローズされる決算関係書類

等については、より信頼性が求められることとなるため、組合はその事業規

模に応じ、財務に関する開示情報の信頼性がより担保されるよう、公認会計

士又は監査法人による監査を受けるよう努めるものとする。


